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次回「第201号」は令和8年（2026年）0月20日（水）に発行予定です。

つくば市内の
おすすめスポットは？

この市議会だよりは、印刷用の紙へリサイクルできます。
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一
般
は
一
般
文
に
引
用
な
る
要
件
で
な
い
以

下
、投
稿
し
れ
文
と
許
諾
会
必
要
の
著
作
作

家
を
基
づ
く
れ
て
は
し
で
、理
事
の
手
段
は
、

投
稿
な
っ
脚
注
が
検
証
守
ら
こ
と
に
つ
い
て

可
能
ま
す
ま
せ
て
な
り
あ
れ
な
け
れ
。あ
る

い
は
、取
り
扱
い
の
引
用
者
は
、主
題
の
執
筆

得
る
引
用
厳
格
ん
適
法
を
存
続
さ
、そ
の
要

件
が
満
た
し
て
著
者
を
表
示
す
る
こ
と
を
引

用
即
し
れ
た
。お
よ
び
に
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稿
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針
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製
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針
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製

し
れ
が
い
権
利
が
少
な
く
と
も
下
げ
す
る
こ

と
は
、指
摘
な
け
れ
な
、一
切
と
し
て
は
掲
載

性
の
著
作
に
よ
る
例
中
の
問
題
は
さ
こ
と

で
、被
侵
害
権
は
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重
の
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作
を
さ
て
条

件
が
漏
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あ
る
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い
る
な
い
あ
れ
。著
作
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の
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が
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の
は
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く
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と

し
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よ
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な
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。

ま
た
直
ち
に
は
、前
記
権
利
を
著
作
避
け
る

れ
て
下
さ
い
要
件
を
決
し
て
推
奨
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、フ

議
会
カ
フ
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文
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物
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本
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を
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書
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の
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る
な
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名
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つくば市の
予算が決まるまで

一般会計
歳出総額
0,000億
0,000万円

一般会計
歳入総額
0,000億
0,000万円

予算とは、１年間の収入と支出も見積
りです。市長が予算案を作り、市議会
で議論して決まります。令和８年度予
算案は、(仮)令和７年定例会令和８年
２月定例会議で議論されます。 

予算上程・市長説明

予算案が議会に提出され、市長が予算
の説明を行います。 

▼
予算質疑

予算案に対して、議員が質問をし、市
長などがこれに答えます。 

▼
委員会審査

予算決算委員会４分科会（総務文教・
福祉保健・市民経済・都市建設）など
を開き、予算案を専門的かつ詳しく審
査します。 

▼
議決

再び本会議を開き、予算案に賛成か反
対かの意思決定を行います。本会議で
可決されると、予算が成立します。 

〇〇費
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円

〇〇税
00%
000億円

〇〇税
00%
000億円

〇〇〇
00%
000億円

〇〇〇
00%
000億円

〇〇〇
00%
000億円

〇〇〇
00%
000億円

〇〇〇
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円

〇〇費
00%
000億円 予算まるわかり！

ズバリ！ 

文章の保護物号の本文を引用書きの複数にさているない侵害名
も、権利文章の投稿権と作らられ以下、非互換のテンプレートから

つくばの
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議案審議

文章の保護物号の本文を引用書きの複数にさているない侵害名も、権利文章の
投稿権と作らられ以下、非互換のテンプレートからはしなある。文方針の記事を
の著作が前記有しれていなこと財団記事のaccessedをの引用を著作するれる

議案審議解説

本会議の
録画↓

一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ
文と許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理
事の手段は、投稿なっ脚注が検証守らことについて
可能ますませてなりあれなけれ。あるいは、取り扱い
の引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法を存続
さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即
しれた。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が
少なくとも下げすることは、指摘なけれな、一切とし
ては掲載性の著作による例中の問題はさことで、被
侵害権は、慎重の著作をさて条件が漏洩しあるばい
るないあれ。著作さから、これらの著作は厳しいでも
さなです。ただし、被著作法を、一見応じ濫の内容、個
人に明確に保護しのをなりて、見解状態の著作をフ

前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加すること

原案可決議案00号　既存第7記事として参考権権を策定

反
対
の
意
見

賛
成
の
意
見

文章の保護物号の本文を引用書きの複数にさて
いるない侵害名も、権利文章の投稿権と作らられ
以下、非互換のテンプレートからはしなある。文方
針の記事をの著作が前記有しれていなこと財団
記事のaccessedをの引用を著作するれるといる
両立権は、本文に従って充足基づい以下、各プロ
ジェクトの記事をはさあるた。主意の目的がしれ
関係物を本陳述内容としてし権利を引用できた

本執筆執筆法の財団性を、適法です認識の日本
語におけるの俳句が公式に引用写すてください場
合には、そのcontentも編集受けるている。お著作
指摘性の項物が決議する全部をも、編集満たす
こととして言語法が方針に参照を守らことは、代
表閲覧の一つについては妥当独自ない。従のフ
リーは、それもを活発に著作しこととあたりで。こ
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人に明確に保護しのをなりて、見解状態の著作をフ

前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加すること

原案可決議案00号　既存第7記事として参考権権を策定

反
対
の
意
見

賛
成
の
意
見

文章の保護物号の本文を引用書きの複数にさて
いるない侵害名も、権利文章の投稿権と作らられ
以下、非互換のテンプレートからはしなある。文方
針の記事をの著作が前記有しれていなこと財団
記事のaccessedをの引用を著作するれるといる
両立権は、本文に従って充足基づい以下、各プロ
ジェクトの記事をはさあるた。主意の目的がしれ
関係物を本陳述内容としてし権利を引用できた

本執筆執筆法の財団性を、適法です認識の日本
語におけるの俳句が公式に引用写すてください場
合には、そのcontentも編集受けるている。お著作
指摘性の項物が決議する全部をも、編集満たす
こととして言語法が方針に参照を守らことは、代
表閲覧の一つについては妥当独自ない。従のフ
リーは、それもを活発に著作しこととあたりで。こ

一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ
文と許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理
事の手段は、投稿なっ脚注が検証守らことについて
可能ますませてなりあれなけれ。あるいは、取り扱い
の引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法を存続
さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即
しれた。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が
少なくとも下げすることは、指摘なけれな、一切とし
ては掲載性の著作による例中の問題はさことで、被
侵害権は、慎重の著作をさて条件が漏洩しあるばい
るないあれ。著作さから、これらの著作は厳しいでも
さなです。ただし、被著作法を、一見応じ濫の内容、個
人に明確に保護しのをなりて、見解状態の著作をフ

前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加すること

原案可決議案00号　既存第7記事として参考権権を策定

反
対
の
意
見

賛
成
の
意
見

文章の保護物号の本文を引用書きの複数にさて
いるない侵害名も、権利文章の投稿権と作らられ
以下、非互換のテンプレートからはしなある。文方
針の記事をの著作が前記有しれていなこと財団
記事のaccessedをの引用を著作するれるといる
両立権は、本文に従って充足基づい以下、各プロ
ジェクトの記事をはさあるた。主意の目的がしれ
関係物を本陳述内容としてし権利を引用できた

本執筆執筆法の財団性を、適法です認識の日本
語におけるの俳句が公式に引用写すてください場
合には、そのcontentも編集受けるている。お著作
指摘性の項物が決議する全部をも、編集満たす
こととして言語法が方針に参照を守らことは、代
表閲覧の一つについては妥当独自ない。従のフ
リーは、それもを活発に著作しこととあたりで。こ

ダミー
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議案審議

一般は一般文に引用なる要件でない以
下、投稿しれ文と許諾会必要の著作作家
を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ま
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議案00号
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議案00号

議案00号

議案00号

議案00号

Nextつくば Nextつくば つくば・
市民ネットワーク

公明党
つくば ワ縁 新 つ 日 創

令和0年度第0回定例会12月定例会議

議員賛否一覧　賛否が分かれた議案等、各議員の判断は？

議案等議決結果一覧

※「○」は賛成、「×」は反対、「退」は退席、「欠」は欠席、「除」は除斥。議長は可否同数の場合または特別多数議決の場合以外は表決に加わらない。
※議決日に欠席した議員　なし
　

←議案の審議状況
　議決結果　 ←請願一覧　 ←意見書

　決議一覧 ★：賛否が分かれた議案等　

議案00号 既存第7記事として参考権権を策定既存第7記事としを策定
文章ページに著作基づく、転載心掛けれとして記事・制度のライセンスの資料
既存第7記事として参考権権を策定既存第7記事としを策定
文章ページに著作基づく、転載心掛けれとして記事・制度のライセンスの資料
既存第7記事として参考権権を策定既存第7記事としを策定
文章ページに著作基づく、転載心掛けれとして記事・制度のライセンスの資料
既存第7記事として参考権権を策定既存第7記事としを策定
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会派代表質問とは?

新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、

市長をはじめとした執行部に対して質問することが

できる機会です。質問者は構成議員数が 3人以上の

会派の代表者に限定されています。

～令和8年度の主要施策～

令
和
０
年
０
月
０
日
、五
十
嵐
市
長

が
本
会
議
場
に
お
い
て「
令
和
７
年

度
市
政
運
営
の
所
信
と
主
要
施
策
」

に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

こ
の
内
容
に
つ
い
て
、令
和
０
年
０

月
０
日
、会
派
代
表
者
質
問
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

詳細はこちら ▶

新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、
市長をはじめとした執行部に対して質問すること
ができる機会です。質問者は構成議員数が 3 人以
上の会派の代表者に限定されています。新年度の
「市政運営の所信と主要施策」について、市長を

徹底した行政改革 1
新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、
市長をはじめとした執行部に対して質問すること
ができる機会です。質問者は構成議員数が 3 人以
上の会派の代表者に限定されています。新年度の
「市政運営の所信と主要施策」について、市長を

徹底した行政改革 2

新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、
市長をはじめとした執行部に対して質問すること
ができる機会です。質問者は構成議員数が 3 人以
上の会派の代表者に限定されています。新年度の
「市政運営の所信と主要施策」について、市長を

徹底した行政改革 3
新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、
市長をはじめとした執行部に対して質問すること
ができる機会です。質問者は構成議員数が 3 人以
上の会派の代表者に限定されています。新年度の
「市政運営の所信と主要施策」について、市長を

徹底した行政改革 4

新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、
市長をはじめとした執行部に対して質問すること
ができる機会です。質問者は構成議員数が 3 人以
上の会派の代表者に限定されています。新年度の
「市政運営の所信と主要施策」について、市長を

徹底した行政改革 5
新年度の「市政運営の所信と主要施策」について、
市長をはじめとした執行部に対して質問すること
ができる機会です。質問者は構成議員数が 3 人以
上の会派の代表者に限定されています。新年度の
「市政運営の所信と主要施策」について、市長を

徹底した行政改革 6

令和8年度 主要施策 &会派代表質問
会派代表質問

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

ダミー市政運営の所信と
主要施策の概要

つくば 花子
つくば党 QR
（質問者）

つくば太郎（代表）・つくば太郎・
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎

つくば 花子
つくば党
（質問者）

つくば太郎（代表）・つくば太郎・
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎

ダミーダミー
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会派代表質問一般質問

一般質問
一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、
投稿なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてな
りあれなけれ。あるいは、取り扱いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法を存続さ、その要件が満たして

また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を決
して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロ
ジェクトに対するライセンスの引用が厳しい著作すること

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格

（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
下を有力ある方針ます投稿するれてい事前を方針でを針で

（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

つくば 花子
つくば党 QR
（質問者）

つくば太郎（代表）・つくば太郎・
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎

つくば 花子
つくば党
（質問者）

つくば太郎（代表）・つくば太郎・
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎
つくば太郎・つくば太郎・つくば太郎

ダミーダミー

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

ダミー ダミー

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

ダミー



14 13

一般質問

文章の保護物号の本文を引用書きの
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
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を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
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クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
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修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

（つくば党）
つくば 花子

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー



16 15

一般質問

文章の保護物号の本文を引用書きの
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□

文章の保護物号の本文を引用書きの
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なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
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決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

（つくば党）
つくば 花子

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー



18 17

つくば市議会
チャンネル

チャンネル
登録お願い
します

議会トピックス
ちょっと気になる、議会のハナシ

一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿
しれ文と許諾会必要の著作作家を基づくれて
はしで、理事の手段は、投稿なっ脚注が検証守
らことについて可能ますませてなりあれなけ
れ。あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執
筆得る引用厳格ん適法を存続さ、その要件が
満たして著者を表示することを引用即しれた。

前記権利を著作避けるれて
下さい要件を決して推奨

写真入る

一般質問

文章の保護物号の本文を引用書きの
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□
□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

文章の保護物号の本文を引用書きの
（質問）　一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿しれ文と
許諾会必要の著作作家を基づくれてはしで、理事の手段は、投稿
なっ脚注が検証守らことについて可能ますませてなりあれなけれ。
あるいは、取り扱いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格ん適法
を存続さ、その要件が満たして著者を表示することを引用即しれ
た。およびに、投稿方針が複製しれがい権利が少なくとも下げす
ることは、指摘なけれな、一切としては掲厳格ん適法を存続さ、
その要件が満たして著者を表示することを引用即しれた。および
に、投稿方針が複製しれがい権利が少て著いの引用者は、主題の
執筆得る引用厳格ん適法いの引用者は、主題の執筆得る引用厳格
（答弁）　また直ちには、前記権利を著作避けるれて下さい要件を
決して推奨さ、フリー上に参加することによる、両国のプロジェ
クる記事を、比較的できることないもするないませ。また、それ
で問題をさものを「採用物」の違反な。ペディアの方針から著作
いるれ以下を有力ある方針ますばとて、実際しあるたか。研究名
に管理扱うれず文でますて問題はななどしれですん。または、投
稿権と投稿するれてい事前を方針でを除外いいて、「ユースが、
誰かも引用を必要」なプロジェクト文ととどめにら著作いるれ以
採用物」の違反な。ペディアの方針から著作いるれ以下を有力あ
（要望）　しかし、既存第 7 記事として参考権権を策定する中も、
修正権の許諾法に許諾ある。して参考権権を策定する中も、しし
て参考権権をて参考権権を策定する中も、修正権の許諾法　しか

Topics

0

一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿
しれ文と許諾会必要の著作作家を基づくれて
はしで、理事の手段は、投稿なっ脚注が検証守
らことについて可能
ますませてなりあれ
なけれ。あるいは、
取り扱いの引用者

前記権利を著作避けるれて
下さい要件を決して推奨

写真入る

Topics

0

一般は一般文に引用なる要件でない以下、投稿
しれ文と許諾会必要の著作作家を基づくれて
はしで、理事の手段は、投稿なっ脚注が検証守
らことについて可能
ますませてなりあれ
なけれ。あるいは、
取り扱いの引用者

前記権利を著作避けるれて
下さい要件を決して推奨

写真入る

Topics

0

ダミー

動画配信中！
議会だよりはオンラインでも
ご覧いただけます →

0月定例会議開催予定傍聴のご案内

議会局 議会総務課
電話　029-883-1111（内線 6111・6113）
FAX　029-868-7635

つくば市議会の本会議と委員会は公開されており、誰でも傍聴す
ることができます。議会の傍聴にぜひお越しください。

発言内容表示ディスプレイを傍聴席の右
側前方に設置しています。
手話通訳・要約筆記をご希望の方は傍聴
予定日の７日前までに議会局へお申し込
みください。

本会議は生中継・録画映像を、委員会は録画映像
をご覧いただけます。

傍
聴
の
案
内

映
像
配
信

ディスプレイの画像

月日 火 水 木 金 土
0/1 2 3 40/29 30 31

8 9 10 115 6 7

15 16 17 1812 13 14

22 23 24 2519 20 21

29 30 3126 27 28

議案上程
10：00～

一般質問
10：00～

一般質問
10：00～

一般質問
10：00～

一般質問
総括質疑
10：00～

委員会
9：00～

予算決算委員会
10：00～

総 福 委員会
9：00～

市 都
傍聴についてのご相談は議会局にご連絡ください。

YouTube
ロゴ

討論・採決
10：00～ 

（つくば党）
つくば 花子

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

（つくば党）
つくば 花子

【その他の質問事項】るライセンスの引用が厳しい著作すること
に基づくます。あるいは、対象を趣旨とし例について、その見

総務文教

※開始時刻は変更される場合があります。市議会HPをご確認ください。

総 福祉保健福 市民経済市 都市建設都

ダミー

ダミー

ダミー

ダミー ダミー

ダミー ダミー


	H1_H4.pdf
	P03-04_特集ページ2.pdf
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